
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
一
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令

内
閣
は
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
（
同
法
第
四
十
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
関
係
手

数
料
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
六
十
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
国
に
納
め
る
手
数
料
（
第
一
条―

第
三
十
条
）

第
二
章
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
納
め
る
手
数
料
（
第
三
十
一
条―

第
三
十
八
条
）

附
則

第
一
章
　
国
に
納
め
る
手
数
料

（
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
一
条
　
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬

品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
に
係
る
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
五
千
二
百
円
と
す
る
。

（
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
に
係
る
許
可
の
更
新
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
に
係
る
許
可
の
更
新
　
一
万
五
千
二
百
円

（
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
業
の
許
可
の
区
分
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
の
変
更
の
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
の
製
造
に
係
る
許
可
の
区
分
の
変
更
の
許
可
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
に
係
る
許
可
の
区
分
の
変
更
の
許
可
　
二
万
八
千
二
百
円

（
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
者
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
の
更
新
を
申
請
す
る
者
に
限
る

。
）
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
五
千
二
百
円
と
す
る
。

（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
四
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
七
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
旅
費

相
当
額
」
と
い
う
。
）

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
は
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
別
表
第
一
イ
の
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
に
掲
げ
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅

費
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
と
し
、
旅
行
日
数
そ
の
他
旅
費
相
当
額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
五
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
に
係
る
認
定
の
更
新
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
四
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
に
係
る
認
定
の
更
新
　
一
万
五
千
百
円

２
　
前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
七
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に

出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加

算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
六
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
八
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
の
申
請
を
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国

に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
に
係
る
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
四
百
円

1



二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
に
係
る
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
　
二
万
三
千
二
百
円

２
　
前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
八
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
七
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
に
限
る
。
）
の
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数

料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
八
項
の
認
定
の
区
分
の
追
加
の
認
定
の
申
請
を
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
八
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
認
定
の
区
分
の
追
加
の
認
定
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
三
条
第
七
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

４
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
六
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
外
国
に
お
け
る
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
の
更
新
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
四
百
円

二
　
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
外
国
に
お
け
る
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
に
係
る
登
録
の
更
新
　
一
万
五
千
百
円

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
七
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
１
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
１
５
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
及
び
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条

件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
（
以
下
イ
に
お
い
て
「
新

医
薬
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
同
号
に
規
定
す
る
調
査
期
間
（
法
第
十
四
条
の
四
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
。
以
下
イ
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い
う
。
）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
及
び
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
１
）
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
既
承
認
医
薬
品
」
と
い
う
。
）

と
有
効
成
分
若
し
く
は
そ
の
配
合
割
合
又
は
投
与
経
路
が
異
な
る
医
薬
品
（
有
効
成
分
の
配
合
割
合
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
、
医
療
用
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
医
療
用
医
薬
品
」

と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
。
た
だ
し
、
防
除
用
医
薬
品
（
人
の
保
健
の
た
め
に
す
る
ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
生
物
の
防
除
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
専
ら
疾

病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
人
又
は
動
物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
及
び
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
除
く
。
　
五
十
三
万
三
千

八
百
円

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
の
申
請
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
承
認
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請

に
係
る
医
薬
品
（
以
下
（
２
）
に
お
い
て
「
（
１
）
の
先
の
申
請
品
目
」
と
い
う
。
）
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効
果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又
は
有
効

成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
。
た
だ
し
、
（
１
）
の
先
の
申
請
品
目
が
新
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ

た
日
後
調
査
期
間
内
に
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
内
に
当
該
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
限
る
。
　
十
四
万
七
千
七
百
円

（３）
　
既
承
認
医
薬
品
と
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
が
異
な
る
医
薬
品
（
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
１
１
）
か
ら
（
１
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

（４）
　
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
（
以
下
（
４
）
に
お
い
て
「
（
３
）
の
先
の
申
請
品
目
」
と
い
う
。
）
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効

果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
。
た
だ
し
、
（
３
）
の
先
の
申
請

品
目
が
新
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
調
査
期
間
内
に
、
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
４
）
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
内
に
当
該
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
限
る
。
　
十
万
三
百
円

（５）
　
医
療
用
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
及
び
（
１
１
）
か
ら
（
１
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
八
千
百
円

（６）
　
（
５
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効
果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又

は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
　
二
万
八
千
百
円

2



（７）
　
既
承
認
医
薬
品
の
う
ち
、
医
療
用
医
薬
品
、
防
除
用
医
薬
品
、
専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
（
人
又
は
動
物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
専
ら
動
物
の
た
め

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
以
外
の
も
の
（
当
該
既
承
認
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
に
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
が
付
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
条
件
を
満
た
す
も
の
に
限

る
。
）
と
有
効
成
分
若
し
く
は
そ
の
配
合
割
合
、
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
が
異
な
る
医
薬
品
（
有
効
成
分
の
配
合
割
合
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
、
当
該
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
に
対
す
る
審
査
の
内
容

が
、
（
９
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
に
対
す
る
審
査
の
内
容
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
及
び

（
１
１
）
か
ら
（
１
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
十
万
二
千
二
百
円

（８）
　
（
７
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効
果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又

は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
　
二
十
万
二
千
二
百
円

（９）
　
（
１
）
か
ら
（
８
）
ま
で
及
び
（
１
１
）
か
ら
（
１
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
二
万
千
三
百
円

（１０）
　
（
９
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効
果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又

は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
　
二
万
千
三
百
円

（１１）
　
既
承
認
医
薬
品
と
有
効
成
分
が
異
な
る
防
除
用
医
薬
品
　
五
十
三
万
三
千
八
百
円

（１２）
　
既
承
認
医
薬
品
と
形
状
、
有
効
成
分
の
配
合
割
合
若
し
く
は
含
量
、
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
が
異
な
る
防
除
用
医
薬
品
　
二
十
万
二
千
二
百
円

（１３）
　
防
除
用
医
薬
品
（
（
１
１
）
及
び
（
１
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
千
四
百
円

（１４）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
及
び
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品

並
び
に
新
医
薬
品
で
あ
っ
て
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
調
査
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
及
び
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十

九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
１
４
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
す
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
号
に
規
定

す
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
と
有
効
成
分
又
は
投
与
経
路
が
異
な
る
医
薬
品
。
た
だ
し
、
専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
、
動

物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
　
六
十
万
千
円

（１５）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
（
（
１
４
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
五
万
八
千
二
百
円

ロ
　
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
部
外
品
（
以
下
「
既
承
認
医
薬
部
外
品
」
と
い
う
。
）
と
有
効
成
分
が
異
な
る
医
薬
部
外
品
（
（
３
）
か
ら
（
５
）
ま
で
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
千

四
百
円

（２）
　
既
承
認
医
薬
部
外
品
と
形
状
、
有
効
成
分
の
配
合
割
合
若
し
く
は
含
量
、
有
効
成
分
以
外
の
成
分
、
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
が
異
な
る
医
薬
部
外
品
（
（
３
）
か
ら
（
５
）
ま
で
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
　
二
万
千
四
百
円

（３）
　
既
承
認
医
薬
部
外
品
と
有
効
成
分
が
異
な
る
防
除
用
医
薬
部
外
品
（
人
の
保
健
の
た
め
に
す
る
ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
生
物
の
防
除
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
医
薬
部
外
品
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
　
五
十
三
万
三
千
八
百
円

（４）
　
既
承
認
医
薬
部
外
品
と
形
状
、
有
効
成
分
の
配
合
割
合
若
し
く
は
含
量
、
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
が
異
な
る
防
除
用
医
薬
部
外
品
　
二
十
万
二
千
二
百
円

（５）
　
防
除
用
医
薬
部
外
品
（
（
３
）
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
千
四
百
円

（６）
　
医
薬
部
外
品
（
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
千
四
百
円

（７）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
部
外
品
　
三
万
八
百
円

ハ
　
化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
二
万
千
四
百
円

二
　
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
２
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
２
５
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
前
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

（２）
　
前
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
十
万
三
百
円

（３）
　
前
号
イ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

（４）
　
前
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

（５）
　
前
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
十
万
三
百
円
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（６）
　
前
号
イ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
（
（
４
）
及
び
（
５
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

（７）
　
前
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

（８）
　
前
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
十
万
三
百
円

（９）
　
前
号
イ
（
３
）
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
（
７
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

（１０）
　
前
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

（１１）
　
前
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
十
万
三
百
円

（１２）
　
前
号
イ
（
３
）
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
（
（
１
０
）
及
び
（
１
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

（１３）
　
前
号
イ
（
５
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
（
１
５
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

（１４）
　
前
号
イ
（
６
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
（
１
５
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
万
三
百
円

（１５）
　
前
号
イ
（
５
）
及
び
（
６
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
医
学
、
歯
科
医
学
又
は
薬
学
上
の
見
地
か
ら
一
般
に
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
基

準
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
　
二
万
六
百
円

（１６）
　
前
号
イ
（
５
）
及
び
（
６
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
３
）
か
ら
（
１
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

（１７）
　
前
号
イ
（
７
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

（１８）
　
前
号
イ
（
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
十
万
三
百
円

（１９）
　
前
号
イ
（
７
）
及
び
（
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
７
）
及
び
（
１
８
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

（２０）
　
前
号
イ
（
９
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
（
２
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

（２１）
　
前
号
イ
（
１
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
（
２
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
万
三
百
円

（２２）
　
前
号
イ
（
９
）
及
び
（
１
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
医
学
、
歯
科
医
学
又
は
薬
学
上
の
見
地
か
ら
一
般
に
妥
当
と
認
め
ら
れ
る

基
準
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
医
薬
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
　
二
万
六
百
円

（２３）
　
前
号
イ
（
９
）
及
び
（
１
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
２
０
）
か
ら
（
２
２
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

（２４）
　
前
号
イ
（
１
１
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
二
万
六
百
円

（２５）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
　
二
万
六
千
七
百
円

ロ
　
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
医
薬
部
外
品
（
（
２
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
一
万
九
千
七
百
円

（２）
　
防
除
用
医
薬
部
外
品
　
二
万
六
百
円

（３）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
部
外
品
　
一
万
四
千
七
百
円

ハ
　
化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
一
万
九
千
七
百
円

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
を
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添

付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
安
全
性

に
関
す
る
試
験
そ
の
他
の
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
の
た
め
に
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
試
験
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
承
認
の
申
請
を
す
る
者
に
係
る
法

第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
イ
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
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一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
試
験
以
外
の
試
験
　
十
五
万
二
千
百
円

二
　
動
物
を
使
用
し
た
試
験
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
百
二
十
四
万
三
千
百
円

三
　
サ
ル
を
使
用
し
た
試
験
　
千
九
百
二
十
八
万
八
千
六
百
円

（
医
薬
品
の
条
件
付
き
承
認
の
中
間
評
価
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
七
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
　
三
十
四
万
三
千
九
百
円

二
　
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
　
十
万
三
百
円

三
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
　
二
万
六
千
七
百
円

２
　
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
使

用
の
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
動
物
用
医
薬
品
及
び
動
物
用
医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
当
た
っ
て
の
調
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
八
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理

又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法

に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
の

申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に

限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る

者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査

を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

４
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
動
物
用
医
薬
品
、
動
物
用
医
薬
部
外
品
及
び
動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
基
準
確
認
証
の
交
付
に
当
た
っ
て
の
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
八
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
の
二
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣

が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、

当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額

に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
医
薬
品
の
再
審
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
九
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
に
つ
い
て
の
再
審
査
　
十
八
万
四
千
九
百
円

二
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
再
審
査
の
申
請
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
再
審
査
申
請
」
と

い
う
。
）
を
し
た
者
が
、
当
該
再
審
査
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効
果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ

の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
再
審
査
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
の
再
審
査
　
七
万
四
千
三
百
円

三
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
再
審
査
　
二
十
六
万
九
千
七
百
円

２
　
前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
使
用
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
四
第
四
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
使
用
成
績
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施

し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
九
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
九
号
の
二
に
掲
げ
る
者
（
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

ロ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
う
ち
ワ
ク
チ
ン
、
血
液
製
剤
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
二
万
六
百
円

ハ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
二
万
六
百
円

ニ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

ホ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
及
び
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
う
ち
ワ
ク
チ
ン
、
血
液
製
剤
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
二
万
六
百
円

ヘ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
二
万
六
百
円

ト
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
５
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
チ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

チ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
５
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
う
ち
ワ
ク
チ
ン
、
血
液
製
剤
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
　
二
万
六
百
円

リ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
６
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
二
万
六
百
円

ヌ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
７
）
及
び
（
９
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
ヲ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

ル
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
８
）
及
び
（
１
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
ヲ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

ヲ
　
ヌ
及
び
ル
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
確
認
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
が
、
当
該
確

認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
確
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
確
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
　
二
万
六
百
円

ワ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
１
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
カ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

カ
　
ワ
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
確
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
確
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
確
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
確
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
　

二
万
六
百
円

ヨ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
　
二
万
六
千
七
百
円

二
　
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
部
外
品
（
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
一
万
九
千
七
百
円

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
確
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
確
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
確
認
申
請
に
係
る
医
薬
部
外
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
確
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
医
薬
部
外
品
　
一
万
九
千
七
百
円

ハ
　
防
除
用
医
薬
部
外
品
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
六
百
円

ニ
　
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
確
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
確
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
確
認
申
請
に
係
る
医
薬
部
外
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
確
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
医
薬
部
外
品
　
二
万
六
百
円

ホ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
部
外
品
　
一
万
四
千
七
百
円

三
　
化
粧
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
一
万
九
千
七
百
円

6



（
動
物
用
医
薬
品
及
び
動
物
用
医
薬
部
外
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
適
合
性
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
九
条
の
三
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
九
号
の
二
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法

第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
四
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行

う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ

る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
者
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
に
係
る
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
同
項
の
規

定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
五
千
二
百
円
と
す
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
一
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
外
国
に
お
け
る
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
に
係
る
登
録
の
更
新
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
四
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
製
造
に
係
る
登
録
の
更
新
　
一
万
五
千
二
百
円

三
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
外
国
に
お
け
る
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
の
製
造
に
係
る
登
録
の
更
新
　
一
万
五
千
百
円

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
二
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
１
１
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
１
１
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
（
高
度
管
理
医
療
機
器
の
う
ち
、
特
別
の
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機

器
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
並
び
に

法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
医
療
機
器
（
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
際
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
同
項
に
規
定
す
る
調
査
期
間
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
「
既
承
認
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
動
物
の

た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
で
な
い
も
の
　
十
万
円

（２）
　
特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
の
う
ち
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
万
円

（３）
　
既
承
認
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
で
な
い
も
の
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
十
万
円

（４）
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
４
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
（
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
万
円

（５）
　
特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
（
（
１
）
、

（
２
）
、
（
１
０
）
及
び
（
１
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
三
千
三
百
円

（６）
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
（
（
５
）
、
（
１
０
）
及
び
（
１
１
）
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
三
千
三
百
円

（７）
　
特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
（
（
１
）
、
（
２
）
、
（
５
）
、
（
８
）
、
（
１
０
）
及
び
（
１
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
三
千
三
百
円

（８）
　
特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
既
承
認
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
及
び
性
能
が
同
一
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
（
２
）
、
（
５
）
、
（
１
０
）
及
び
（
１
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
三

千
三
百
円

（９）
　
医
療
機
器
（
（
１
）
か
ら
（
８
）
ま
で
、
（
１
０
）
及
び
（
１
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
三
千
三
百
円
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（１０）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
既
承
認
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
　
五
十
二
万
六
千
四
百
円

（１１）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
（
（
１
０
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
五
万
八
千
二
百
円

ロ
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
同
時
に
複
数
の
項
目
に
係
る
検
査
が
可
能
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

（２）
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
う
ち
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の

五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
（
（
１
）
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
四
万
三
千
二
百
円

（３）
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
７
）
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
四
万
三
千
二
百
円

（４）
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
当
該
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
（
（
１
）
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
五
百
円

（５）
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
（
５
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
法

第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
（
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
五
百
円

（６）
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
及
び
（
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
五
百
円

（７）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
五
万
八
千
二
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
（
１
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
前
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
万
五
千
円

（２）
　
前
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
万
五
千
円

（３）
　
前
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
万
五
千
円

（４）
　
前
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
万
五
千
円

（５）
　
前
号
イ
（
５
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

（６）
　
前
号
イ
（
６
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

（７）
　
前
号
イ
（
７
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

（８）
　
前
号
イ
（
８
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

（９）
　
前
号
イ
（
９
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

（１０）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
　
二
万
六
千
七
百
円

ロ
　
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
承
認
（
製
造
所
の
変
更
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
の
み
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
　
二
万
八
千
四
百
円

ハ
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
前
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

（２）
　
前
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
四
万
二
千
八
百
円

（３）
　
前
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
四
万
二
千
八
百
円

（４）
　
前
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

（５）
　
前
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

（６）
　
前
号
ロ
（
６
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

（７）
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
六
千
七
百
円
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ニ
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
承
認
（
製
造
所
の
変
更
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
の
み
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
　
二
万
三
千
五
百
円

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
の
申
請
を
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
八

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使

用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
安
全
性
に
関
す
る
試
験
そ
の
他
の
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

審
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
の
た
め
に
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
試
験
の
対
象
と
な
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
当

該
承
認
の
申
請
を
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
ロ
に
定
め
る
額
に
十
五
万
二
千
百
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

（
動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
当
た
っ
て
の
調
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
三
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の

製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の

方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に

係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て

の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

４
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
条
件
付
き
承
認
の
中
間
評
価
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
二
万
六
千
七
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の

五
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
た
め
、
当

該
職
員
を
、
当
該
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
使
用
成
績
評
価
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
四
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
以
外
の
医
療
機
器
　
九
万
二
千
四
百
円

ロ
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
の
申
請
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
使
用
成
績
評
価
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
が
、
当
該

使
用
成
績
評
価
申
請
に
係
る
医
療
機
器
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
療
機
器
に
係
る
使
用
成
績
評
価
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
療
機
器
　
七
万
六
百
円

ハ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
　
二
十
三
万
三
千
四
百
円

二
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
使
用
成
績
に
関
す
る
評
価
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
ロ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
以
外
の
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
十
八
万
四
千
九
百
円

ロ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
十
六
万
九
千
七
百
円

２
　
前
項
（
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
使
用
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
三

項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
使
用
成
績
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ハ
又
は
第
二
号

ロ
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
四
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
者
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法

第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
万
五
千
円

ロ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
万
五
千
円

ハ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
万
五
千
円

ニ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
万
五
千
円

ホ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
５
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

ヘ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
６
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

ト
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
７
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

チ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
８
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

リ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
９
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
万
八
千
四
百
円

ヌ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
　
二
万
六
千
七
百
円

二
　
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
確
認
（
製
造
所
の
変
更
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
の
み
に
つ
い
て
確
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
　
二
万
八
千
四
百
円

三
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

ロ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
四
万
二
千
八
百
円

ハ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
四
万
二
千
八
百
円

ニ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

ホ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

ヘ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
６
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
三
千
五
百
円

ト
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
万
六
千
七
百
円

四
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
確
認
（
製
造
所
の
変
更
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
変
更
の
み
に
つ
い
て
確
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）
　
二
万
三
千
五
百
円
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（
動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
適
合
性
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
四
条
の
三
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
に
つ
き
、
農
林

水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
を
行
う
た

め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
基
準
適
合
性
認
証
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
五
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
三
万
五
千
三
百
円
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
六
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
者
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
に
係
る
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国

に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
五
千
二
百
円
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
七
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
に
係
る
許
可
の
更
新
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
に
係
る
許
可
の
更
新
　
一
万
五
千
二
百
円

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
の
区
分
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
八
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
の
変
更
の
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

一
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
に
係
る
許
可
の
区
分
の
変
更
の
許
可
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
に
係
る
許
可
の
区
分
の
変
更
の
許
可
　
二
万
八
千
二
百
円

（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
九
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設

の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

２
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
に
係
る
認
定
の
更
新
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
四
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
に
係
る
認
定
の
更
新
　
一
万
五
千
百
円

２
　
前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
の
認
定
の
更
新
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水

産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員

を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め

る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
一
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
八
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
の
申
請
を
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
に
係
る
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
三
千
四
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
に
係
る
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
　
二
万
三
千
二
百
円
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２
　
前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
認
定
の
区
分
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
（
法
第
二
十
三

条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第

七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
八
項
の
認
定
の
区
分
の
追
加
の
認
定
の
申
請
を
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
認
定
の
区
分
の
追
加
の
認
定
の
申

請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
実
地
の
調
査
を
行

う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

４
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
二
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
再
生
医
療
等
製
品
（
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
万
円

ロ
　
再
生
医
療
等
製
品
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た

製
造
販
売
の
承
認
（
以
下
「
条
件
及
び
期
限
付
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
が
、
当
該
条
件
及
び
期
限
付
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
、
当
該
条
件
及
び
期
限
付
承
認
の
期
限
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
二

項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
も
の
）
内
に
、
改
め
て
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七

第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
再
生
医
療
等
製
品
　
十
万
円

ハ
　
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
名
称
の
み
が
異
な
る
再
生
医
療
等
製
品
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
三
千
三
百
円

ニ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
六
十
万
千
円

ホ
　
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
と
名
称
の
み
が
異

な
る
も
の
　
五
万
八
千
二
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
イ
に
お
い
て
「
承
認
」
と
い
う
。
）
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
（
効
能
、
効
果
、
性
能
、
用
法
、
用
量
又
は
使
用
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
　
九
万
五
千
円

ロ
　
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
八
千
四
百
円

ハ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
　
二
万
六
千
七
百
円

２
　
前
項
（
第
一
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
二
号
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同
条

第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
（
専

ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
安
全
性
に
関
す
る
試
験
そ
の
他
の
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
審
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の

額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ニ
若
し
く
は
ホ
又
は
第
二
号
ハ
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
当
た
っ
て
の
調
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
三
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六

の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万

二
千
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
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の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実

地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

４
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
再
審
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
四
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
次
号
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
以
外
の
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
再
審
査
　
九
万
二
千
四
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
再
審
査
　
二
十
六
万
九
千
七
百
円

２
　
前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
使
用
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産

大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、

当
該
使
用
成
績
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
四
条
の
二
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
者
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
が

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
八
千
四
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
二
万
六
千
七
百
円

（
動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
適
合
性
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
四
条
の
三
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
に
つ
き
、
農
林
水

産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
を
行
う
た
め
、

当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
五
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
条
の
二

第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
の
適
合
性
に
関
す
る
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八

条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

２
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
六
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
療
機
器
の
修
理
に
係
る
許
可
の
更
新
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
の
修
理
に
係
る
許
可
の
更
新
　
八
千
五
百
円

（
医
療
機
器
の
修
理
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
七
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
四
十
条
の
二
第
七
項
の
修
理
区
分
の
変
更
の
許
可
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
修
理
区
分
の
変
更
の
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
療
機
器
の
修
理
区
分
の
変
更
の
許
可
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
万
百
円

二
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
の
修
理
区
分
の
変
更
の
許
可
　
一
万
八
千
三
百
円

２
　
前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
条
の
二
第
七
項
の
修
理
区
分
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
の
適
合
性
に
関
す
る
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行

う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ

る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
四
十
条
の
二
第
七
項
の
修
理
区
分
の
追
加
の
許
可
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
条
の
二
第
七
項
の
修
理
区
分
の
追
加
の
許
可
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

基
準
の
適
合
性
に
関
す
る
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料

の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

４
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
輸
出
用
の
動
物
用
医
薬
品
等
の
調
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
八
条
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
九
千
二
百
円
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員

を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
職
員
二
人
が
当
該
出
張
を
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
相
当
額

二
　
八
万
六
千
三
百
円
に
、
当
該
出
張
に
係
る
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証
等
の
書
換
え
交
付
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
九
条
　
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
、
法
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
、
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の

認
定
を
受
け
た
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
、
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
、
基
準
確
認
証
（
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
基
準
確
認
証
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
、
基
準
適
合
証
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基
準

適
合
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
等
」
と

い
う
。
）
が
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
三
項
、
第
十
六
条
の
四
第
三
項
、

第
十
八
条
の
二
第
三
項
、
第
十
八
条
の
八
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
九
第
三
項
（
令
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
五
第
三
項
、
第

三
十
七
条
の
二
十
六
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
一
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
八
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
の
三
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
換
え
交
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
許
可
証
の
書
換
え
交
付
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
許
可
証
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
又
は
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
証
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
万
千
三
百
円

ロ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
又
は
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的

と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証
　
四
千
五
百
円

ハ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
証
　
三
千
百
円

二
　
認
定
証
の
書
換
え
交
付
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
証
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
証
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
一
万
九
千
七
百
円

14



ロ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
又
は
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定
証
　
三
千
百
円

三
　
登
録
証
の
書
換
え
交
付
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
登
録
証
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
の
登
録
証
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
一
万
九
千
七
百
円

ロ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
の
登
録
証
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
四
千
五
百
円

ハ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
の
保
管
の
み
を
行
う
製
造
所
の
登
録
証
　
三
千
百
円

ニ
　
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
証
（
ヘ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
一
万
九
千
七
百
円

ホ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
証
　
四
千
五
百
円

ヘ
　
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
医
療
機
器
等
外
国
製
造
業
者
の
登
録
証
　
三
千
百
円

四
　
基
準
確
認
証
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
書
換
え
交
付
　
三
千
百
円

五
　
基
準
適
合
証
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
書
換
え
交
付
　
三
千
百
円

（
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証
等
の
再
交
付
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
条
　
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
等
が
、
令
第
六
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
六
条
の
五
第
三
項
、
第
十
八
条
の
三
第
三
項
、
第
十
八
条
の
九
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
五
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第

三
十
七
条
の
十
第
三
項
（
令
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
六
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
五
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
二
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
九

第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
の
三
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
交
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
許
可
証
の
再
交
付
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
許
可
証
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
前
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
許
可
証
　
二
万
千
三
百
円

ロ
　
前
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
許
可
証
　
四
千
五
百
円

ハ
　
前
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
許
可
証
　
三
千
百
円

二
　
認
定
証
の
再
交
付
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
証
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
前
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
認
定
証
　
一
万
九
千
七
百
円

ロ
　
前
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
認
定
証
　
三
千
百
円

三
　
登
録
証
の
再
交
付
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
登
録
証
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
前
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
登
録
証
　
一
万
九
千
七
百
円

ロ
　
前
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
登
録
証
　
四
千
五
百
円

ハ
　
前
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
登
録
証
　
三
千
百
円

ニ
　
前
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
登
録
証
　
一
万
九
千
七
百
円

ホ
　
前
条
第
三
号
ホ
に
掲
げ
る
登
録
証
　
四
千
五
百
円

ヘ
　
前
条
第
三
号
ヘ
に
掲
げ
る
登
録
証
　
三
千
百
円

四
　
前
条
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
確
認
証
の
再
交
付
　
三
千
百
円

五
　
前
条
第
五
号
に
規
定
す
る
基
準
適
合
証
の
再
交
付
　
三
千
百
円

第
二
章
　
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
納
め
る
手
数
料

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
一
条
　
機
構
が
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
三
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
　
十
五
万
九
千
九
百
円

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
　
十
二
万
四
百
円

二
　
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
更
新
　
十
万
五
千
二
百
円

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
更
新
　
五
万
九
千
七
百
円

三
　
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
三
条
第
八
項
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
に
つ
い
て
の
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
　
十
万
五
千
二
百
円

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
　
五
万
九
千
七
百
円

２
　
機
構
が
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
七
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
三
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一
　
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
　
十
四
万
三
千
九
百
円
に
、
当
該
調
査
の
た
め
機
構
の
職
員
二
人
が
出
張
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
機
構
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以

下
「
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
加
算
し
た
額

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
　
六
万
二
千
六
百
円

二
　
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
の
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
更
新
　
六
万
九
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
更
新
　
四
万
二
千
九
百
円

三
　
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
八
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
に
つ
い
て
の
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
　
六
万
九
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
　
四
万
二
千
九
百
円

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
に
係
る
審
査
及
び
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
二
条
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
（
１
）
か
ら
（
１
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
１
９
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
三
千
六
百
五
十
三
万
八
千
四
百
円

（２）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
三
千
六
十
一
万
八
千
八
百
円

（３）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
三
百
七
十
八
万
四
千
七
百
円

（４）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
三
百
十
六
万
六
千
四
百
円

（５）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
千
七
百
四
十
三
万
八
千
三
百
円

（６）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
千
四
百
三
十
五
万
四
千
九
百
円

（７）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
百
八
十
万
三
千
六
百
円

（８）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
百
五
十
四
万
二
千
二
百
円

（９）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
５
）
又
は
（
６
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
六
十
四
万
九
千
百
円

（１０）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
７
）
又
は
（
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
百
六
十
二
万
七
千
三
百
円

（１１）
　
（
１
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
百
五
十
万
五
千
二
百
円

（１２）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
９
）
又
は
（
１
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
３
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
二
万
四
千
二
百
円

（１３）
　
（
１
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
二
十
三
万
四
百
円

（１４）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
５
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
六
百
八
十
万
八
千
三
百
円

（１５）
　
（
１
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
五
百
二
十
三
万
七
千
二
百
円

（１６）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
六
十
五
万
八
千
八
百
円

（１７）
　
（
１
６
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
四
十
一
万
千
八
百
円

（１８）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
９
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
六
万
三
百
円
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（１９）
　
（
１
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
十
万
二
百
円

ロ
　
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
　
四
百
六
万
九
千
百
円

（２）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
　
三
十
八
万
八
千
三
百
円

（３）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
（
（
４
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
六
百
八
十
万
八
千
三
百
円

（４）
　
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
部
外
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
医
薬
部
外
品
　
五
百
二
十
三
万
七
千
二
百
円

（５）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
（
（
６
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
六
十
五
万
八
千
八
百
円

（６）
　
（
５
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
部
外
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
医
薬
部
外
品
　
四
十
一
万
千
八
百
円

（７）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
（
（
８
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
六
万
三
百
円

（８）
　
（
７
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
部
外
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
医
薬
部
外
品
　
十
万
二
百
円

（９）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
６
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
　
九
万
九
千
九
百
円

ハ
　
化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
六
万
六
千
六
百
円

ニ
　
既
に
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ

て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
化
粧
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
三
万
七
千
三
百
円

二
　
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
イ
（
１
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
２
０
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
２
０
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
）
又
は
（
７
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
千
五
百
六
十
五
万
二
千
六
百
円

（２）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
又
は
（
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
六
十
二
万
四
千
円

（３）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
３
）
又
は
（
９
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
二
万
三
千
円

（４）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
４
）
又
は
（
１
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
千
二
百
九
十
五
万
五
千
円

（５）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
５
）
又
は
（
１
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
三
十
四
万
四
千
八
百
円

（６）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
６
）
又
は
（
１
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
二
十
万
三
千
七
百
円

（７）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
千
五
百
六
十
五
万
二
千
六
百
円

（８）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
六
十
二
万
四
千
円

（９）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
５
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
五
万
六
千
円

（１０）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
６
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
二
万
三
千
円

（１１）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
７
）
又
は
（
２
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
千
五
百
六
十
五
万
二
千
六
百
円

（１２）
　
（
１
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
の
申
請
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
承
認
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬

品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
　
千
四
百
四
十
七
万
八
千
四
百
円

（１３）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
８
）
又
は
（
２
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
４
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
百
三
十
三
万
二
千
二
百
円

（１４）
　
（
１
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
百
二
十
三
万
二
千
三
百
円

（１５）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
９
）
又
は
（
２
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
６
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
六
万
五
千
七
百
円
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（１６）
　
（
１
５
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
十
一
万
七
千
八
百
円

（１７）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
１
８
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
四
万
四
千
七
百
円

（１８）
　
（
１
７
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
四
万
千
四
百
円

（１９）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
（
２
０
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
八
万
千
二
百
円

（２０）
　
（
１
９
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医

薬
品
　
五
万
八
百
円

ロ
　
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
　
五
万
五
千
九
百
円

（２）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
（
（
３
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
八
万
千
二
百
円

（３）
　
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
承
認
申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に
係
る
医
薬
部
外
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
部
外
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
医
薬
部
外
品
　
五
万
八
百
円

ハ
　
化
粧
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
三
万
七
千
三
百
円

２
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の

三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
か
ら
リ

ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
千
三
十
六
万
三
千
三
百
円

ロ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
五
百
十
九
万
千
六
百
円

ハ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
二
百
五
十
九
万
五
百
円

ニ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
百
二
十
九
万
二
千
五
百
円

ホ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
三
百
八
十
九
万
千
五
百
円

ヘ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
百
九
十
四
万
七
千
百
円

ト
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
九
十
七
万
三
千
百
円

チ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
四
十
八
万
九
千
九
百
円

リ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
５
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
四
万
六
千
七
百
円

二
　
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
）
又
は
（
７
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
百
八
十
九
万
千
五
百
円

ロ
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
又
は
（
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
九
十
七
万
三
千
百
円

ハ
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
３
）
又
は
（
９
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
十
九
万
五
千
五
百
円

ニ
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
４
）
又
は
（
１
０
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
九
十
四
万
七
千
百
円

ホ
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
５
）
又
は
（
１
１
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
四
十
八
万
九
千
九
百
円

ヘ
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
６
）
又
は
（
１
２
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
十
七
万
三
千
三
百
円

ト
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
百
八
十
九
万
千
五
百
円

チ
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
九
十
七
万
三
千
百
円

リ
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
６
）
か
ら
（
２
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
十
九
万
五
千
五
百
円

三
　
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
額

イ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
四
百
二
十
二
万
四
千
百
円

ロ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
四
十
万
九
千
四
百
円
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ハ
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
７
）
又
は
（
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
十
九
万
五
千
五
百
円

３
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
外
国
に
あ
る
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の

三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
二
十
五
万
八
千
三
百
円

ロ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
六
十
万
六
千
二
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

二
　
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
又
は
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
　
（
１
）
か

ら
（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
四
百
三
十
万
二
千
三
百
円

（２）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
四
百
七
十
五
万
八
千
五
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し

た
額

（３）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
十
三
万
八
千
六
百
円

（４）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
十
八
万
七
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

（５）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
５
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
六
十
九
万
六
千
七
百
円

（６）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
５
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
二
万
六
千
二
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し

た
額

ロ
　
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
　
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
）
、
（
４
）
、
（
７
）
、
（
１
０
）
又
は
（
１
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
四
百
三
十
万
二
千
三
百
円

（２）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
）
、
（
４
）
、
（
７
）
、
（
１
０
）
又
は
（
１
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
四
百
七
十
五
万
八
千
五
百
円
に
機
構
職

員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

（３）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
、
（
５
）
、
（
８
）
、
（
１
１
）
又
は
（
１
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
十
三
万
八
千
六
百
円

（４）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
、
（
５
）
、
（
８
）
、
（
１
１
）
又
は
（
１
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
十
八
万
七
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の

旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

（５）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
７
）
か
ら
（
２
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
六
十
九
万
六
千
七
百
円

（６）
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
７
）
か
ら
（
２
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
二
万
六
千
二
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算

し
た
額

ハ
　
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か

ら
（
６
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
三
百
四
十
六
万
五
千
二
百
円

（２）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
三
百
八
十
万
六
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し

た
額

（３）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
十
八
万
八
千
九
百
円

（４）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
二
十
二
万
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

（５）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
７
）
又
は
（
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
六
十
九
万
六
千
七
百
円

（６）
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
７
）
又
は
（
８
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
二
万
六
千
二
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
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５
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所

に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
イ
、
ロ
、
ニ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
九
十
万
八
千
百
円

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
十
五
万
千
四
百
円

ロ
　
令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
万
八
千
七
百
円

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
二
十
七
万
二
千
九
百
円

ハ
　
製
造
工
程
に
お
い
て
滅
菌
さ
れ
た
医
薬
品
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
医
薬
部
外
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
六
十
三
万
二
千
五
百
円

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
七
十
九
万
六
千
七
百
円

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
以
外
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
四
十
五
万
九
千
二
百
円

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
五
十
七
万
八
千
五
百
円

二
　
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の

製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
八
万
六
千
八
百
円

ロ
　
法
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
四
万
三
千
四
百
円

ハ
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
一
万
五
千
三
百
円

ニ
　
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
五
万
七
千
六
百
円

三
　
法
第
十
四
条
第
七
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
若
し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若
し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
八
十
六
万
六
千
五
百
円
に
、
四
万
四
千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
十
万
九
千
八
百
円
に
、
四
万
四
千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
六
十
一
万
五
千
六
百
円
に
、
一
万
七
千
九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
七
十
七
万
九
千
八
百
円
に
、
一
万
七
千
九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ハ
　
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
四
十
四
万
六
千
二
百
円
に
、
一
万
三
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
五
十
六
万
五
千
六
百
円
に
、
一
万
三
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ニ
　
前
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
（
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
六
万
千
六
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

（２）
　
法
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
十
八
万
八
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

（３）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
（
（
４
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
四
十
七
万
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

（４）
　
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
二
十
三
万
五
千
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

20



６
　
前
項
に
規
定
す
る
者
が
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お

け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し

た
額
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
八
万
六
千
八
百
円

ロ
　
外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
十
一
万
五
千
三
百
円

二
　
法
第
十
四
条
第
七
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
若
し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若
し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
三
十
六
万
千
六
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
四
十
七
万
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

７
　
前
二
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
前
二
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
に
規
定
す
る

者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
又
は
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
二
十
三
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
又
は
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ
　
二
十
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

８
　
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
調
査
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額

は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三
項
に
定
め
る
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

９
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
次
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
調
査
を
除
く
。
）
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
四
百
九
十
八
万
七
千
四
百
円

ロ
　
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
四
百
十
二
万
七
千
八
百
円

ハ
　
第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
な
い
も
の
　
四
十
九
万
八
千
七
百
円

ニ
　
第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
希
少
疾
病
用
医
薬
品
で
あ
る
も
の
　
四
十
一
万
二
千
七
百
円

二
　
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
ロ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査
　
四
百
二
十
二
万
四
千
百
円

ロ
　
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
医
薬
品
に
係
る
調
査
を
受
け
る
者
が
、
当
該
調
査
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効
果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含

量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
四
十
万
九
千
四
百
円

三
　
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
二
十
五
万
八
千
三
百
円

（２）
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
六
十
万
六
千
二
百
円

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
で
あ
っ
て
、
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
も
の
　
三
百
四
十
六
万
五
千
二
百
円

（２）
　
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
医
薬
品
に
係
る
調
査
を
受
け
る
者
が
、
当
該
調
査
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効
果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の

含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

　
百
十
八
万
八
千
九
百
円

（３）
　
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
で
あ
っ
て
、
（
４
）
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
も
の
　
三
百
八
十
万
六
千
九
百
円
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（４）
　
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
医
薬
品
に
係
る
調
査
を
受
け
る
者
が
、
当
該
調
査
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
及
び
そ
の
配
合
割
合
、
投
与
経
路
、
効
能
、
効
果
並
び
に
用
量
が
同
一
で
あ
っ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の

含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

　
百
二
十
二
万
円

10
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
外
国
に
あ
る
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

11
　
機
構
が
法
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第

七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
（
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
項
第
一
号
中
「
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品

の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
条
第
一
項
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
調
査
」
と
、
第
五
項
第
三
号
及
び
第
六
項
第
二
号
中
「
法
第
十
四
条
第
七
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
条
第
一
項
」
と
、
「
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若
し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ

い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

12
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
の
四
第
四
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。

一
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
百
二
十
三
万
八
千
七
百
円

二
　
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
四
十
一
万
七
千
円

13
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
の
四
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。

一
　
書
面
に
よ
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
四
百
二
十
二
万
四
千
百
円

ロ
　
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
四
十
万
九
千
四
百
円

二
　
実
地
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
二
十
五
万
八
千
三
百
円

（２）
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
六
十
万
六
千
二
百
円

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
三
百
四
十
六
万
五
千
二
百
円

（２）
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
三
百
八
十
万
六
千
九
百
円

（３）
　
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
十
八
万
八
千
九
百
円

（４）
　
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
二
十
二
万
円

14
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
外
国
に
あ
る
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
基
準
確
認
証
の
交
付
に
当
た
っ
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
二
条
の
二
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
百
十
六
万
五
千
二
百
円
に
、
四
万
四
千
円

に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
一
万
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

二
　
無
菌
医
薬
品
（
無
菌
化
さ
れ
た
医
薬
品
を
い
い
、
前
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
無
菌
医
薬
部
外
品
（
無
菌
化
さ
れ
た
医
薬
部
外
品
を
い
う
。
）
の
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の

調
査
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
八
十
一
万
八
千
七
百
円
に
、
一
万
七
千
九
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
一
万
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額

三
　
前
二
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
以
外
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
（
次
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
五
十
九
万
三
千
八

百
円
に
、
一
万
三
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
一
万
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
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四
　
前
三
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
う
ち
、
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
（
次

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
四
十
九
万
三
千
六
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
一
万
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

五
　
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
う
ち
、
保
管
（
法
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
管
を
い
う
。
）
の
み
を
行
う
製
造
工
程
に
係

る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
　
二
十
四
万
六
千
八
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
一
万
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し
た
額

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七

十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
二
十
三
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ
　
二
十
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
同
時
に
二
以
上
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め
る
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
の
重
複
の
状

況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

４
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
令
第
二
十
六
条
の

四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
又
は
令
第
二
十
六
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万

千
円
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
二
条
の
三
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
イ
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
カ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
八
十
五
万
四
千
百
円

ロ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
三
十
八
万
六
千
八
百
円

ハ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
二
万
三
千
円

ニ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
七
十
万
六
千
九
百
円

ホ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
十
四
万
七
千
七
百
円

ヘ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
二
万
三
千
円

ト
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ト
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
八
十
五
万
四
千
百
円

チ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
百
三
十
八
万
六
千
八
百
円

リ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
リ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
二
万
三
千
円

ヌ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ヌ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
八
十
五
万
四
千
百
円

ル
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ル
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
二
万
三
千
円

ヲ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ヲ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
二
万
三
千
円

ワ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
ワ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
三
十
八
万
千
二
百
円

カ
　
第
九
条
の
二
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
五
万
八
百
円

二
　
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
九
条
の
二
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
　
三
十
五
万
五
千
九
百
円

ロ
　
第
九
条
の
二
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
　
五
万
五
千
九
百
円

ハ
　
第
九
条
の
二
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
　
三
十
八
万
千
二
百
円

ニ
　
第
九
条
の
二
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
医
薬
部
外
品
　
五
万
八
百
円

三
　
化
粧
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
三
十
三
万
七
千
三
百
円

２
　
機
構
が
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
イ
、
ロ
、
ニ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
九
十
万
八
千
百
円
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（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
百
十
五
万
千
四
百
円

ロ
　
令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
百
万
八
千
七
百
円

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
百
二
十
七
万
二
千
九
百
円

ハ
　
製
造
工
程
に
お
い
て
滅
菌
さ
れ
た
医
薬
品
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
を
除
く
。
）
又
は
医
薬
部
外
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
六
十
三
万
二
千
五
百
円

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
七
十
九
万
六
千
七
百
円

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
以
外
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
四
十
五
万
九
千
二
百
円

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
五
十
七
万
八
千
五
百
円

二
　
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か

ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
八
万
六
千
八
百
円

ロ
　
法
第
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
四
万
三
千
四
百
円

ハ
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
一
万
五
千
三
百
円

ニ
　
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
五
万
七
千
六
百
円

３
　
前
項
に
規
定
す
る
者
が
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
同
項
に
規
定

す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
八
万
六
千
八
百
円

二
　
外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
十
一
万
五
千
三
百
円

４
　
前
二
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
前
二
項
に
規
定
す
る
確
認
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
に
規
定
す
る

者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
又
は
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
二
十
三
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
又
は
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ
　
二
十
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

５
　
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
確
認
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額

は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三
項
に
定
め
る
額
か
ら
、
当
該
確
認
に
係
る
製
造
所
又
は
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
三
条
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承

認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
千
六
百
四
十
三
万
千
三
百
円

（２）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
百
三
十
八
万
千
四
百
円

（３）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
千
百
七
十
二
万
七
千
円

（４）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
五
百
六
十
一
万
八
千
八
百
円

（５）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
５
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
五
十
四
万
五
千
円

（６）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
６
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
四
十
三
万
七
千
円

（７）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
７
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
百
九
十
九
万
千
二
百
円

（８）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
８
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
百
二
十
四
万
四
千
九
百
円
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（９）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
９
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
百
七
十
九
万
五
百
円

ロ
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
六
万
三
千
三
百
円

（２）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
２
）
又
は
（
５
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
百
五
十
三
万
四
千
円

（３）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
２
）
又
は
（
５
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
　
四
百
二
十
九
万
五
千
円

（４）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
百
三
十
六
万
二
千
二
百
円

（５）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
四
十
五
万
四
千
八
百
円

（６）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
６
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
百
三
十
一
万
八
千
六
百
円

ハ
　
既
に
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
三
万
七
千
三
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
１
０
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
八
百
二
十
二
万
四
千
三
百
円

（２）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
四
百
六
十
九
万
五
千
八
百
円

（３）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
五
百
八
十
六
万
九
千
七
百
円

（４）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
百
八
十
二
万
七
千
三
百
円

（５）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
５
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
十
七
万
六
千
三
百
円

（６）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
６
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
十
二
万
四
百
円

（７）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
７
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
百
五
十
万
百
円

（８）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
８
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
百
十
二
万
二
千
九
百
円

（９）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
９
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
十
万
千
百
円

（１０）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
八
万
二
千
二
百
円

ロ
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
７
）
ま
で
に
定
め
る
額

（１）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
（
１
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
三
万
三
千
四
百
円

（２）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
（
２
）
又
は
（
５
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
　
百
四
万
八
千
二
百
円

（３）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
（
２
）
又
は
（
５
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
　
百
九
十
九
万
六
千
六
百
円

（４）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
（
３
）
又
は
（
６
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
十
九
万
五
千
六
百
円

（５）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
（
３
）
又
は
（
６
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
　
百
万
七
千
二
百
円

（６）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
（
４
）
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
十
九
万
五
千
六
百
円

（７）
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
十
五
万
六
百
円

２
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の

二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
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す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の
　
百
二
十
八
万
九
千
九
百
円

ロ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
２
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の
　

百
三
万
二
千
円

ハ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
八
万
九
千
四
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の
　
百
二
十
八
万
九
千
九
百
円

ロ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の
　

百
三
万
二
千
円

ハ
　
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
）
か
ら
（
９
）
ま
で
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
四
万
八
千
四
百
円

三
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
九
十
七
万
百
円

３
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
外
国
に
あ
る
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の

二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定

す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
二
十
万
三
千
六
百
円

ロ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
五
十
四
万
五
千
六
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

二
　
医
療
機
器
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
九
十
八
万
六
千
六
百
円

ロ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
百
四
十
二
万
六
千
五
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

三
　
医
療
機
器
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
九
十
四
万
八
千
五
百
円

ロ
　
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
百
四
十
七
万
四
千
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

５
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
に
お
い
て
「
第
二
種
医
療
機
器
製
造

販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま

で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）
　
生
物
由
来
製
品
（
（
５
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
九
万
八
千
五
百
円

（２）
　
既
承
認
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
療
機
器
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
八
万
六
千
六
百
円

（３）
　
特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
（
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
七
万
四
千
五
百
円

（４）
　
医
療
機
器
（
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
七
万
四
千
五
百
円

（５）
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
十
七
万
二
千
九
百
円
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ロ
　
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合

計
額

（１）
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
を
す
る
製
造
所
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
所
（
以
下
「
登
録
対
象
製
造
所
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
八

万
六
千
百
円

（２）
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
組
立
て
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
十
万
四
千
百
円

（３）
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
滅
菌
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
九
万
千
二
百
円

（４）
　
登
録
対
象
製
造
所
（
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
九
万
五
百
円

（５）
　
製
造
所
（
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
当

該
施
設
　
八
万
七
千
五
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）
　
前
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
四
万
五
千
六
百
円

（２）
　
前
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
三
万
四
千
円

（３）
　
前
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
二
万
七
千
八
百
円

（４）
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
九
万
三
千
二
百
円

ロ
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合

計
額

（１）
　
前
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
六
万
四
千
四
百
円

（２）
　
前
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
八
万
七
千
七
百
円

（３）
　
前
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
同
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
製
造
所
若
し
く
は
製
造
所
以
外
の
施
設
　
七
万
五
千
九
百
円

（４）
　
前
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
七
万
五
千
八
百
円

三
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま

で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）
　
第
一
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
七
万
六
千
九
百
円

（２）
　
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
六
万
七
千
六
百
円

（３）
　
第
一
号
イ
（
４
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
四
万
九
千
二
百
円

（４）
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
十
二
万
九
千
七
百
円

ロ
　
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合

計
額

（１）
　
第
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
六
万
八
千
八
百
円

（２）
　
第
一
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
九
万
七
千
四
百
円

（３）
　
第
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
八
万
百
円

（４）
　
第
一
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
七
万
九
千
六
百
円

（５）
　
第
一
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
　
七
万
六
千
百
円

６
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
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三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
限
る
。
）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算

し
た
額

（１）
　
生
物
由
来
製
品
　
三
十
九
万
八
千
五
百
円

（２）
　
既
承
認
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
療
機
器
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
三
十
八
万
六
千
六
百
円

（３）
　
医
療
機
器
（
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
十
六
万
二
千
百
円

ロ
　
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の

合
計
額

（１）
　
当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
六
万
二
百
円

（２）
　
当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
組
立
て
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
七
万
二
千
八
百
円

（３）
　
当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
滅
菌
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
六
万
三
千
八
百
円

（４）
　
登
録
対
象
製
造
所
（
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
六
万
三
千
二
百
円

（５）
　
製
造
所
（
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
医
療
機
器
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
当
該
施
設
　
六
万
千
二
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は

（
２
）
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）
　
前
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
四
万
五
千
六
百
円

（２）
　
前
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
八
万
九
千
四
百
円

ロ
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の

合
計
額

（１）
　
前
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
四
万
五
千
円

（２）
　
前
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
六
万
千
三
百
円

（３）
　
前
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
同
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
製
造
所
若
し
く
は
製
造
所
以
外
の
施
設
　
五
万
三
千
百
円

（４）
　
前
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
五
万
三
千
円

三
　
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）
　
第
一
号
イ
（
１
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
七
万
六
千
九
百
円

（２）
　
第
一
号
イ
（
３
）
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
十
万
四
千
四
百
円

ロ
　
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の

合
計
額

（１）
　
第
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
四
万
八
千
百
円

（２）
　
第
一
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
六
万
八
千
百
円

（３）
　
第
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
五
万
六
千
円

（４）
　
第
一
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
五
万
五
千
七
百
円

（５）
　
第
一
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
　
五
万
三
千
二
百
円

７
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
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又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
四
万
七
千
五
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
電
気
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
径
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
部
品
の
直
径
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
。

二
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
ナ
ノ
材
料
（
縦
若
し
く
は
横
の
長
さ
又
は
高
さ
が
一
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
上
百
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
物
質
か
ら
成
る
材
料
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
と
き
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

８
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器

又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
係
る
医
療
機
器
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項

の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
三
万
三
千
二
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

９
　
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
二
十
一
万
二
千
四
百
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ
　
十
七
万
九
千
五
百
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

10
　
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の

調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
調
査
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め

る
額
か
ら
、
こ
れ
ら
の
品
目
に
つ
い
て
の
第
五
項
第
一
号
イ
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
及
び
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

11
　
機
構
が
法
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
八
十
条
第
二
項
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
八
万
六
千
百
円

ロ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
十
万
四
千
百
円

ハ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
九
万
千
二
百
円

ニ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
九
万
五
百
円

ホ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
八
万
七
千
五
百
円

二
　
法
第
八
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
六
万
八
千
八
百
円

ロ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
九
万
七
千
四
百
円

ハ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
八
万
百
円

ニ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
４
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
七
万
九
千
六
百
円

ホ
　
第
五
項
第
一
号
ロ
（
５
）
に
掲
げ
る
製
造
所
　
七
万
六
千
百
円

12
　
前
項
に
規
定
す
る
者
が
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項

の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
調
査
　
八
万
七
千
五
百
円

二
　
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
調
査
　
七
万
六
千
百
円

13
　
前
二
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
前
二
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
二

項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め
る
額
に
、
二
十
一
万
二
千
四
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行

日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
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14
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
（
法

第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確

認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
確
認
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
七
十
五
万
九
千
百
円

ロ
　
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
五
万
三
千
七
百
円

二
　
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
　
七
十
五
万
九
千
百
円

15
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
五
項
（
法

第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調

査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
調
査
　
九
十
七
万
百
円

二
　
実
地
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
医
療
機
器
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
二
十
万
三
千
六
百
円

（２）
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
五
十
四
万
五
千
六
百
円

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
九
十
四
万
八
千
五
百
円

（２）
　
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
調
査
（
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
　
百
四
十
七
万
四
千
円

16
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
外
国
に
あ
る
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

17
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
書
換
え

交
付
又
は
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
令
第
三
十
七
条
の
二
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
又
は
令
第
三
十
七
条
の
二
十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
千
円
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
四
条
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
五
十
二
万
三
百
円

二
　
外
国
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
五
十
七
万
八
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

２
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
六
十
万
九
千
三
百
円

二
　
外
国
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
六
十
七
万
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
四
条
の
二
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
八
百
二
十
二
万
四
千
三
百
円

ロ
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
四
百
六
十
九
万
五
千
八
百
円

ハ
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
五
百
八
十
六
万
九
千
七
百
円

ニ
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
百
八
十
二
万
七
千
三
百
円

ホ
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
十
七
万
六
千
三
百
円

ヘ
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
二
十
二
万
四
百
円

ト
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
ト
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
百
五
十
万
百
円

チ
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
百
十
二
万
二
千
九
百
円
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リ
　
第
十
四
条
の
二
第
一
号
リ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
　
九
十
万
千
百
円

二
　
医
療
機
器
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
確
認
　
十
八
万
二
千
二
百
円

三
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
十
四
条
の
二
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
三
万
三
千
四
百
円

ロ
　
第
十
四
条
の
二
第
三
号
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
　
百
九
十
九
万
六
千
六
百
円

ハ
　
第
十
四
条
の
二
第
三
号
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
百
四
万
八
千
二
百
円

ニ
　
第
十
四
条
の
二
第
三
号
ハ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
　
百
万
七
千
二
百
円

ホ
　
第
十
四
条
の
二
第
三
号
ハ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
二
十
九
万
五
千
六
百
円

ヘ
　
第
十
四
条
の
二
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
二
十
九
万
五
千
六
百
円

四
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
第
十
四
条
の
二
第
四
号
に
掲
げ
る
確
認
　
十
五
万
六
百
円

２
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
を
除
く
。
）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す

る
。

一
　
五
万
四
百
円
に
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

イ
　
生
物
由
来
製
品
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
四
万
五
千
六
百
円

ロ
　
特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
三
万
四
千
円

ハ
　
医
療
機
器
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
十
二
万
七
千
八
百
円

ニ
　
体
外
診
断
用
医
薬
品
　
九
万
三
千
二
百
円

二
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
確
認
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

イ
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
六
万
四
千
四
百
円

ロ
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
組
立
て
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
八
万
七
千
七
百
円

ハ
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
滅
菌
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
七
万
五
千
九
百
円

ニ
　
登
録
対
象
製
造
所
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
七
万
五
千
八
百
円

ホ
　
製
造
所
（
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
当
該
施
設
　

七
万
五
千
九
百
円

３
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
限
る
。
）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す

る
。

一
　
五
万
四
百
円
に
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

イ
　
生
物
由
来
製
品
　
十
四
万
五
千
六
百
円

ロ
　
医
療
機
器
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
既
承
認
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
療
機
器
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
　
八
万
九
千
四
百
円

二
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
当
該
確
認
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

イ
　
当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
四
万
五
千
円

ロ
　
当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
組
立
て
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
六
万
千
三
百
円

ハ
　
当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
滅
菌
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
五
万
三
千
百
円

ニ
　
登
録
対
象
製
造
所
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
五
万
三
千
円

ホ
　
製
造
所
（
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
医
療
機
器
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
当
該
施
設
　
五
万
三
千
百
円

４
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額

は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
四
万
七
千
五
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
電
気
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
径
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
部
品
の
直
径
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
。

二
　
当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
工
程
に
お
い
て
ナ
ノ
材
料
を
使
用
す
る
と
き
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。
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５
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
に
係
る
医
療
機
器
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
三
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
三
万
三
千
二
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

６
　
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
確
認
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
額
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
二
十
一
万
二
千
四
百
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ
　
十
七
万
九
千
五
百
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

７
　
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
額
か
ら
、
こ
れ
ら
の
品
目
に
つ
い

て
の
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
及
び
当
該
確
認
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
五
条
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
　
十
五
万
九
千
九
百
円

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
　
十
二
万
四
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
の
許
可
の
更
新
に
つ
い
て
の
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
更
新
　
十
万
五
千
二
百
円

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
更
新
　
五
万
九
千
七
百
円

三
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
八
項
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
に
つ
い
て
の
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
　
十
万
五
千
二
百
円

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
許
可
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
許
可
　
五
万
九
千
七
百
円

２
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条

の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
　
十
四
万
三
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
　
六
万
二
千
六
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
四
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
七
項
に
規
定
す
る
調

査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
更
新
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
更
新
　
六
万
九
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
更
新
　
四
万
二
千
九
百
円

三
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
八
項
の
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十

二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
実
地
の
調
査
を
伴
う
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
　
六
万
九
千
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
実
地
の
調
査
を
伴
わ
な
い
認
定
の
区
分
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
　
四
万
二
千
九
百
円

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
審
査
及
び
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
六
条
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
の

た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
　
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
　
千
八
百
八
十
万
三
千
四
百
円

ロ
　
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
　
九
百
四
十
一
万
千
七
百
円
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ハ
　
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
　
三
万
七
千
三
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
九
百
四
十
一
万
千
七
百
円

ロ
　
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
承
認
　
二
百
四
万
千
二
百
円

２
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資

料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。

一
　
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
四
十
七
万
六
千
二
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
　
百
四
十
七
万
六
千
二
百
円

ロ
　
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
　
六
万
五
千
九
百
円

三
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
十
一
万
円

３
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
外
国
に
あ
る
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

４
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資

料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。

一
　
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
六
十
六
万
五
千
六
百
円

ロ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
四
百
五
万
七
千
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

二
　
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
百
十
二
万
八
千
九
百
円

ロ
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
百
六
十
三
万
二
千
三
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

三
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
後
の
調
査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
百
八
万
五
千
九
百
円

ロ
　
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
百
六
十
八
万
六
千
六
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

５
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
万
八
千
七
百
円

ロ
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
二
十
七
万
二
千
九
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工

程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
八
万
六
千
八
百
円

ロ
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
十
一
万
五
千
三
百
円

三
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
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イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
再
生
医
療
等
製
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
八
十
六
万
六
千
五
百
円
に
、
四
万
四
千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
百
十
万
九
千
八
百
円
に
、
四
万
四
千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
前
号
に
掲
げ
る
調
査
の
対
象
と
な
る
再
生
医
療
等
製
品
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
三
十
六
万
千
六
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

（２）
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
四
十
七
万
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

６
　
前
項
に
規
定
す
る
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
前

項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

一
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
八
万
六
千
八
百
円

ロ
　
外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
十
一
万
五
千
三
百
円

二
　
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
三
十
六
万
千
六
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

ロ
　
外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
四
十
七
万
百
円
に
、
九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

７
　
前
二
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
前
二
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
に
規
定
す
る

者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
又
は
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
二
十
三
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
又
は
施
設
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ
　
二
十
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

８
　
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
調
査
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額

は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三
項
に
定
め
る
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

９
　
機
構
が
法
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
（
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六

項
第
一
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
八
十
条
第
三
項
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
」
と
、
第
五
項
第
三
号
及
び
第
六
項
第
二
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
八
十
条
第
三
項
」
と
、
「
調
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

10
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
三
項
（
法
第
二

十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
八
十
七
万
千
五
百
円
と
す
る
。

11
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
五
項
（
法
第
二

十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
書
面
に
よ
る
調
査
　
百
十
一
万
円

二
　
実
地
の
調
査
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
再
生
医
療
等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
三
百
六
十
六
万
五
千
六
百
円

（２）
　
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
四
百
五
万
七
千
円

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
調
査
以
外
の
調
査
　
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
額

（１）
　
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
国
内
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
百
八
万
五
千
九
百
円

（２）
　
当
該
調
査
の
対
象
と
な
る
施
設
が
外
国
に
あ
る
場
合
の
調
査
　
百
六
十
八
万
六
千
六
百
円
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12
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
外
国
に
あ
る
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係

る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
基
準
確
認
証
の
交
付
に
当
た
っ
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
七
条
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
百
十
六
万
五
千
二
百
円
に
、
四
万
四
千
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び

一
万
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

二
　
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
う
ち
、
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う
製
造
工
程
に
係
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
　
四
十
九
万
三
千
六
百
円
に
、

九
千
七
百
円
に
当
該
調
査
に
係
る
品
目
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
一
万
円
に
当
該
調
査
に
係
る
製
造
販
売
業
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七

十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
二
十
三
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ
　
二
十
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
同
時
に
二
以
上
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
つ
い
て
同
一
の
製
造
所
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め
る
額
か
ら
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
の
重
複
の
状

況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

４
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
又
は
令
第
四
十
三
条
の
三
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
千
円
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に
係
る
変
更
計
画
の
確
認
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
八
条
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
三
百
三
万
四
千
七
百
円
と
す
る
。

２
　
機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
百
万
八
千
七
百
円

ロ
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
百
二
十
七
万
二
千
九
百
円

二
　
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
八
万
六
千
八
百
円

ロ
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
確
認
　
十
一
万
五
千
三
百
円

３
　
前
項
に
規
定
す
る
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
者

に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
八
万
六
千
八
百
円

二
　
外
国
に
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
十
一
万
五
千
三
百
円

４
　
前
二
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
前
二
項
に
規
定
す
る
確
認
に
つ
き
、
機
構
が
、
当
該
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
製
造
所
又
は
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
二
項
に
規
定
す
る

者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
国
内
に
あ
る
製
造
所
又
は
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
二
十
三
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
外
国
に
あ
る
製
造
所
又
は
施
設
に
つ
い
て
の
確
認
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額

ロ
　
二
十
万
円
に
、
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
旅
行
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額

５
　
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
確
認
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額

は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
三
項
に
定
め
る
額
か
ら
、
当
該
確
認
に
係
る
製
造
所
又
は
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

附
　
則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
三
十
五
号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
政
令
の
施
行
の

日
前
に
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
又
は
新
法
第
十
四

条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
十
条
第
一
項
の
調
査
を
申
請
す
る
者
が
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
改
正
後
の
第
一
条
、
第
三
条
、
第
八
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
七
項
（
旧
法
第
十
九
条
の
二
第

四
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
又
は
旧
法
第
十
四
条
の
四
の
二
第
一
項
（
旧
法
第
十
九
条
の
四
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
を
し
て
い
る
者
が
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
七
項
並
び
に
旧
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る

当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
（
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
若
し
く
は
医
療
用
具
の
安
全
性
に
関
す
る
試
験
そ
の
他
の
試
験
の
成
績
に
関
す
る
資
料
又
は
旧
法
第
十
四
条
の
四
第

四
項
（
旧
法
第
十
九
条
の
四
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
資
料
（
旧
法
第
十
四
条
の
四
第
四
項
後
段
に
規
定
す
る
医
薬
品
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、

こ
の
政
令
の
施
行
後
に
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
が
、
旧
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
（
旧
法
第
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う

審
査
又
は
旧
法
第
十
四
条
の
四
の
二
第
一
項
（
旧
法
第
十
九
条
の
四
及
び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
確
認
の
た
め
、
そ
の
職
員
を
、
当

該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
又
は
当
該
資
料
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
第
九
条
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
の
第
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
項
第
二
号
中
「
七
万
五
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
七
万
三
千
二
百
円
」
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
の
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
の
特
例
）

第
四
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
品
目
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
不
妊
治
療
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数

料
の
額
は
、
当
分
の
間
、
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
号
イ
（
１
）
、
（
２
）
、
（
７
）
及
び
（
８
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
１
）
、
（
７
）
又
は
（
１
３
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
八
百
十
二
万
千
百
円

二
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
（
２
）
、
（
８
）
又
は
（
１
４
）
に
掲
げ
る
医
薬
品
　
八
十
五
万
千
七
百
円

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
政
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
九
日
政
令
第
五
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
七
日
政
令
第
六
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
〇
日
政
令
第
二
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
医
療
機
器
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
等
に
係
る
手
数
料
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
の
再
審
査
に
係
る
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
及
び
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
ら
な
い
医
療
機
器
に
つ
い
て
医
薬
品
医
療
機
器
等

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
申
請
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
１
）
中
「
、
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
」
と
、
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
（
旧
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
新
医
療
機
器
で
あ
っ
て
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日

後
同
号
に
規
定
す
る
調
査
期
間
（
旧
法
第
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
（
改
正
法
附
則
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の

承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
又
は
改
正
法
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
旧
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
（
旧
法
第
十
九
条
の
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四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
（
改
正
法
附
則
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第

二
十
三
条
の
二
十
五
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
又
は
改
正
法
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
政
令
第
六
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
三
一
日
政
令
第
二
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
七
日
政
令
第
二
九
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本

国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
前
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
の
申
請
を
行
っ
た
者
が
同
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
当
該
申
請
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
調
整
規
定
）

３
　
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
が
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
と
な
る
場
合
に
は
、
附
則
第
一
項

中
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
〇
日
政
令
第
四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
二
八
日
政
令
第
二
二
八
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
五
日
政
令
第
一
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
一
三
日
政
令
第
一
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
〇
日
政
令
第
一
九
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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